
 

 

令和３年８月２７日  

 保護者の皆様へ 

 

宮城県松山高等学校長 佐竹 潤一   

 

緊急事態宣言の発令に伴う本校における感染予防対策等について（お知らせ） 

 

 保護者の皆様には，日頃より本校教育活動に御理解と御支援を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて，本県におきましても，令和３年８月２７日から令和３年９月１２日までを期間として新

型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令されました。これを踏まえて，本県教育委員会から

は，感染防止対策の更なる徹底を図りながら，可能な限り，学習活動，学校行事等の学校教育活

動を継続するよう通知されました。 

 それを受け，本校におきましても緊急事態宣言発令期間中，下記のような感染予防対策を実施

しながら，教育活動を実施してまいりたいと考えております。今回の決定が新型コロナウイルス

の感染拡大を防止することが趣旨であることを十分御理解いただき，御協力をお願い申し上げま

す。 

 なお，生徒がワクチン接種する場合，本人や御家族が発熱した場合，本人がＰＣＲ検査を受け

る場合，本人が保健所から濃厚接触者として自宅待機を求められた場合などは出席停止扱いとな

りますので学校へ御連絡ください。出席停止期間中は，学びの保障の観点から生徒本人の体調を

考慮しながら，自宅での課題等学習の機会を確保してまいりたいと考えております。御家庭にお

かれましても，これまでと同様に，日々の検温，マスクの着用，手指消毒の徹底など感染予防の

徹底をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 時差登校を実施します。 

登校時刻を９：３０とします。（ＪＲ利用者は各自，混雑する時間を避けて乗車して下さい。）

１校時開始時刻９：４０，（４０分短縮授業），６校時終了１５：００とします。簡易清掃・Ｓ

ＨＲ１５：００～１５：１０終了後，放課とします。 

  ＊生徒へは別紙で「一日の時程」を配付し，本校ホームページにも掲載します。 

 

２ 部活動は原則自粛とします。 

  ＊９月実施等の大会への参加がある場合など，一部活動を認める場合があります。その場合 

でも感染予防対策の徹底や活動時間の制限を行います。 

 

３ 「レベル３地域」相当の対応（文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関す

る衛生管理マニュアル」） 

   生徒間の身体的距離を確保するため，講義室・視聴覚室等の大教室を使用したり，ＩＣＴ

を活用するなどして，１つのクラスを２つの教室で分散授業を実施したりするなど，感染予

防対策を行います。 

 

４ その他 

   何か御不明な点がございましたら，学校までお問い合わせ下さい。 

 

担当 教頭 井崎 英滋 

   電話 ０２２９－５５－２３１３ 



 

 

 


